
 
 

○
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日 

 
 

衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
決
議 

 
 

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
決
議
同
旨 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
、
業
態
ご
と
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
指
定
状
況
及
び
苦
情
処

理
・
紛
争
解
決
の
実
施
状
況
並
び
に
専
門
性
の
確
保
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
金
融
分
野
に
お
け
る
業
態
横
断
的
か
つ
包
括
的
な
紛
争
解
決
機

関
の
設
置
に
向
け
、
業
界
団
体
等
に
お
け
る
横
断
化
の
取
組
み
を
促
す
こ
と
。 

な
お
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
が
日
本
郵
政
公
社
か
ら
承
継
し
た
郵
便
貯
金
及
び
簡
易
生
命
保
険
に
つ

い
て
も
、
紛
争
解
決
機
能
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
、
本
法
に
基
づ
く
紛
争
解
決
機
関
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

一 

加
入
金
融
機
関
の
顧
客
以
外
の
者
か
ら
相
談
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
適
切
な
他
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
紹
介
す
る
等
指
定
紛
争
解

決
機
関
相
互
の
連
携
に
つ
い
て
、
そ
の
確
保
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、

役
割
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。 

 

一 

指
定
紛
争
解
決
機
関
と
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
保
護
に
関
係
す
る
国
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
確
保
し
、
利

用
者
保
護
の
充
実
を
図
る
と
の
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
金
融
ト
ラ
ブ
ル
連
絡
調
整
協
議
会
等
の
枠
組
み
も
活
用
し
、
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ

ス
に
関
す
る
苦
情
・
紛
争
に
係
る
情
報
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
実
施
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
情
報
等
の
集
約
・
分
析
・
結
果
の

取
り
ま
と
め
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
指
定
紛
争
解
決
機
関
、
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
保
護
に
関
係
す
る
国
の
機
関
、
国
民
生
活

セ
ン
タ
ー
や
法
テ
ラ
ス
な
ど
の
関
係
機
関
に
お
い
て
共
有
化
を
図
る
と
と
も
に
、
関
係
者
の
連
携
の
強
化
を
図
る
こ
と
。 

資料 3‐3 


